
平成25年度（対24年度実績） 作 成 日事　務　事　業　評　価　表 年 月 日平成 25 5 17

部局名 健康福祉部 所属名 障害者支援課 所属長名 石川　一俊 電 話 483-1151 内線2230

1．事務事業の位置付け・概要（ＰＬＡＮ）

コード 4110 事務事業名称 障害者自立支援事業 短縮コード 経常 臨時4110 4111

予算区分 会計 01 一般会計 款 03 民生費 01 社会福祉費 目 02 障害者福祉費

区 分
自治事務

その他

法定受託事務
根拠法令等

障害者自立支援法.身体障害者福祉法.知的障害者福祉法.精神保健及び精神障害者福祉法.児童福祉
法

事業概要（事務事業を開始したきっかけを含めて記入）

身体障害者福祉法.知的障害者福祉法.精神保健及び精神障害者福祉法.児童福祉法等の法律に基づき，すべての障害者が地域で自立して暮らせることを目指し，平成１８
年４月に障害者自立支援法が施行されたことによる障害福祉サービスが行なわれてきた。
　事業の内容としては,平成22年12月10日に，障害者自立支援法の障害者の範囲に含まれることが明記された発達障害を含め，障害の種別にかかわらず,障害のある人が
必要とするサービスを利用できるよう,サービスを一元化し全国統一したサービスを利用できる,介護給付・訓練等給付と,八千代市が地域の実情に応じて実施する地域生
活支援事業を引き続き行なう。

２．事務事業の目的・指標・実績（ＤＯ）

２４年度と同じ事業に加えて，地域生活支援事業の新規必須事業である障害者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業を実施する。

障害者（児）及びその家族

障害者自立支援法に基づく障害者福祉サービス
地域生活支援事業
障害者（児）及びその家族に対する相談.支援

障害（児）者の自立促進.社会参加の促進

入力対象外

対象
（誰を何を対象にし
ているのか）

手段
（具体的な事務事業
のやり方、手順、詳
細）

意図
（何を狙っているの
か）

ねらい（上位施策の
意図）

区  分

事務事業を取り巻く状況の変化　又、今後の変化の推測 ６本の柱（章）

大項目（節）

中　項　目

小項目（施策）

細　項　目

実 施 計 画 の 
計 画 事 業

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

指標１

指標２

指標３

対象指標

活動指標

成果指標

上位成果指標

障害者自立支援法については毎年法改正が行われている状況であり，平
成24年4月1日施行として，利用者負担の見直し・相談支援の充実・障害
児支援の強化がなされた。このことによりサービスの種類が増え，障害
者一人ひとりに応じた相談支援体制や身近な地域で支援ができる体制も
整備することができるようになった。また平成25年度施行においては，
法律名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律」に改められ，障害福祉サービスの対象者となる障害者の範囲に「難
病患者等」が含まれ，地域生活支援事業の必須事業として，障害者に対
する理解を深めるための研修や啓発を行う事業等の4事業が追加された
。平成26年度施行においては，「障害程度区分」が「障害支援区分」に
改められ，ケアホームとグループホームの一元化等，大幅なシステム改
修を要する改正が予定されている。今後も3年を目途として検討をして
いく項目が定められており，事務事業の追加や見直しについては留意す
る必要がある。加えて，権限移譲により都道府県事務が移管されてくる
状況も考えられることから，事務事業の業務量の増加が見込まれる。
 

総
合
計
画
の
施
策
体
系

計画事業の位置付けの有無 計 画 事 業 期 間 平成24年4月 平成28年3月～ 計 画 事 業 費

２３年度 ２４年度 ２５年度

実績 計画 実績 計画
単位

項

01

02

03

02

03

01

03

3 3 5 5

6,650 6,982 6,965 7,243

3 3 3 3

87 79 95 96

2,748 3,110 2,883 3,468

9,758,000 10,390,000 10,487,000 10,390,000

147,669,528 159,542,148 138,992,838 140,199,264

33,600,221 33,708,528 33,368,185 34,612,831

人

事業者

件数

人

件数

円

円

円

第１章健康福祉都市をめざして

第２節社会福祉

3．障害者（児）福祉

 

(2)障害者（児）保健福祉サービスの充実

(3)社会参加の促進

①相談・支援体制の充実

③障害者（児）に対する理解の促進

地域活動支援センターⅢ型事業者数

身体,知的,精神障害者（児）数

地域活動支援センターへの補助金交付件数

自立支援医療給付者数

日常生活用具給付件数

地域活動支援センターの年間事業費

自立支援医療年間給付費

日常生活用具年間給付費

※平成25年度に計画していること:

※平成24年度に実際に行ったこと:

千円



２３年度 ２４年度 ２５年度

実績 計画 実績 計画
単位

国

県

地方債

一般財源

その他

財源内訳

千円

千円

千円

千円

千円

主な事業費の内訳

千円

千円ト ー タ ル コ ス ト (A)＋(B)

人件費(B)

障害福祉サービス費
879,835,844円　補装具費
15,741,247円　地域生活支援事
業費
109,080,886円　自立支援医療
費　147,669,528円

障害福祉サービス費
826,118,000円　補装具費
18,607,536円　地域生活支援
事業費
97,863,402円　自立支援医療
費　159,542,048円

障害福祉サービス費
1,009,487,757円　補装具費
21,904,100円　地域生活支援事
業費
68,845,154円　自立支援医療費
　138,992,838円

障害福祉サービス費
1,118,652,100円　補装具費
17,118,039円　地域生活支援
事業費
71,305,744円　自立支援医療
費　140,199,264円

事
業
費

評価
類型

３．事務事業の評価(ＳＥＥ)

評価事項 評価区分 理　　　　　由

結び付いている

結び付くが見直しの余地がある

結びつきが弱い・ない

評価対象外事項

達成している

達成していない

評価対象外事項

可能性はある

可能性はない

評価対象外事項

現状のままでよい

見直す必要がある

評価対象外事項

有効性向上の可能性がある

効率性向上の可能性がある

両方可能性がある

可能性がない

民間委託等

再任用職員及び臨時的任用職員等
の活用

ＩＴ化等の業務プロセスの見直し

受益者負担の見直し

類似事業との統合・役割見直し

上記以外の方法

ある

ない

類似
事務
事業
名称

１

２

①事業目的が上位の施策に結びつ
いているか？

②すでに所期目的を達成している
か？

※「達成している」を選んだ場合、⑥
に進んでください。

③民営化で目的を達成できるか？

※民営化・・・事務事業の全部又は一
部の実施主体を全面的に民間事業者等
に移行すること。

（民間委託は、権限に属する事務事業
等を委託することで、民営化とは異な
る。）

④「対象」・「意図」の設定は現
状のままで良いか？

⑤今後、有効性や効率性を向上さ
せる可能性はあるか？
　可能性がある場合は、⑤－２，
３を記入する。
　可能性がない場合は、理由を記
入する。

⑤－２

　有効性や効率性を向上さ
せる手段は何か？
　該当する手段を選択し、
具体的な方法と得られる効
果を記入する。手段が｢類似
事業との統合・役割見直し｣
である場合は、該当する類
似事業を記入する。

⑤－３
　推進にあたっての課題はあ
るか？(一時的な経費増・市
民の理解等）

(A)

実施主体

実施主体

(所管部署)

(所管部署)

コード 事務事業名称 所属名

目
的
妥
当
性

有
効
性
・
効
率
性

586,969 579,216 619,070 684,261

288,861 290,943 315,735 343,626

314,961 328,036 362,426 381,376

コード 事務事業名称 障害者自立支援事業 所属名 障害者支援課

148,133.1 146,050.7 139,748.5 139,748.5

1,338,924.1 1,344,245.7 1,436,979.5 1,549,011.5

　上位の施策「障害者（児）保健福祉サービスの充実」「社会参加の促進」を推進するために
,障害者自立支援事業を実施しており,結びついている。
 

　障害者の生活の安定.社会参加の促進を図るため,今後とも必要である。

　障害者福祉は,福祉国家社会の理念実現の一環であり,地域においては市が福祉政策の中心的
な役割を担うものであると考えます。

　所期目的に変更はなく,現状の「対象」「意図」の設定で結果に結びつく。

　

法により個別給付とされている計画相談支援や地域相談支援を担う指定特定相談支援事業所の
業務と，基本相談支援を担う指定一般相談支援事業所の業務及び市が当面担って行くとしてい
る基幹相談支援センターの相談業務を整理することで，共通する相談業務についてを総合的な
相談支援として事業所へ委託することが可能となると考えます。

指定を受けて相談業務を担っている事業所数が少ないこと。
また，総合的な相談業務を実施できる事業所が無いこと。

4110



改革・改善して継続

手法プロセスの改革・改善

事業規模の拡大・縮小

統合・役割見直し

その他

廃止・休止

事業完了

現状のまま継続

改革改善して継続

手法プロセスの改革・改善

事業規模の拡大・縮小

統合・役割見直し

その他

廃止・休止

事業完了

現状のまま継続

⑥この事務事業の今後の方向性を選
択し、その詳細について右欄に記入
する。

⑦この事務事業の今後の経費・成果
の方向性について選択し、右欄に理
由を記載する。

今
後
の
方
向
性

この事務事業に対する市民や議会の意見（担当者が把握している意見）
※内部サービス業務の場合は、住民ではなく、サービス利用者、関連部門の意見や実態など

所
属
長
コ
メ
ン
ト

評
価
調
整
委
員
会
評
価

向　上

不　変

低　下

削　減 不　変 増　加

成
　
果

経　　費

コード 事務事業名称 所属名コード 4110 事務事業名称 障害者自立支援事業 所属名 障害者支援課

法改正の内容に留意しながら，事業の見直しを行っていきたいと考えます。

福祉サービスの利用が増えることにより住民福祉の充実につながりますが，
支出は増加します。

障害者自立支援法は，すべての障害者が地域で暮らせることをスローガンに施行されたが,障害者からサービス利用を希望したいが受入施設が少ないなど，施設整備の充実
を図って欲しい等の要望が多くある。

障害者総合支援法の平成２５年度施行により，障害者の定義に難病等が追加となることから，現行サービスの利用状況等を踏まえ，制度を適正に実施して行く。また
，相談業務を整理し，委託できる部分について検討を行なっていく。

制度改正によって可能となる，適切なサービスの提供に向け，課題解決に努めること。


